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令和 5年(2023年)12月 28日木曜熊本県公報 号外第40号 10

様式及び別記第 29号の 4様式の改玉規定並びに附則第 2項の規定 令和 6年 1月 1
日

(2) 別記第 5 2号の 2様式の改玉規定 令和 6年 4月 1日
(個人の県民税に関する規定の適用)

2 改玉後の熊本県税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第 7号様式、別記第
2 9号様式、別記第 29号の 2様式、別記第 29号の 3様式及び別記第 29号の 4様式
の規定は、令和 6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和 5年度分まで
の個人の県民税については、なお従前の例による。
(経過措置)

3 新規則第 10条第 2項及び第 22条の規定は、令和 5年 4月 1日以後の不動産の取得
に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する
不動産取得税については、なお従前の例による。
(熊本県産業廃棄物税条例施行規則の一部改玉)

4 熊本県産業廃棄物税条例施行規則(平成 17年熊本県規則第 3号)の一部を次のよう
に改玉する。

第 2条中「熊本県産業廃棄物税条例(平成 16年熊本県条例第 53号) J と」の次に

「旧人の県民税 相課の基準となる日

事業税 |った日をいう。以下

不動産取得税 |う。)において条例

「、同規則第 1条の 4第 1項の表中 |ゴルフ場利用税 |域本部長

軽油引取税

(申告の日又は賦課決定の通知を行

この条において「賦課基準日」とい

第 5条に定める課税地を管轄する広

固定資産税

件猟税

とあるのは

基準となる日(申告の日又は賦課決定の通知を行

をいう。以下この条において「賦課基準日」とい

において条例第 5条に定める課税地を管轄する広

「個人の県民税

事業税

不動産取得税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

固定資産税

守猟税

産業廃棄物税

長 | と」を加える。
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